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� 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 �

改 正 後 改 正 前

別表

地域相談支援給付費単位数表

別表

地域相談支援給付費単位数表

第１ 地域移行支援 第１ 地域移行支援

１～７ （略） １～７ （略）

８ 福祉・介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に

対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指

定地域移行支援事業所（国、のぞみの園（法第５条第１項に

規定するのぞみの園をいう。以下同じ。）又は独立行政法人

国立病院機構が行う場合を除く。）が、利用者に対し、指定

地域移行支援を行った場合は、１から７までにより算定した

単位数の 1000 分の 51 に相当する単位数を所定単位数に加算

する。

（新設）

第２ 地域定着支援 第２ 地域定着支援

１～５ （略） １～５ （略）

６ 福祉・介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に

対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指

定地域定着支援事業所（国、のぞみの園又は独立行政法人国

立病院機構が行う場合を除く。）が、利用者に対し、指定地

域定着支援を行った場合は、１から５までにより算定した単

位数の1000分の51に相当する単位数を所定単位数に加算する

。

（新設）
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� 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 �

改 正 後 改 正 前

一 � 二 の 二 � 略 � 一 � 二 の 二 � 略 �

三 算 定 告 示 別 表 第 １ の １ の ２ の ピ ア サ ポ � ト 体 制 加 算 を 算 定 す べ

き 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 の 基 準

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と �

三 算 定 告 示 別 表 第 １ の １ の ２ の ピ ア サ ポ � ト 体 制 加 算 を 算 定 す べ

き 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 の 基 準

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と �

イ 障 害 者 ピ ア サ ポ � ト 研 修 修 了 者 � 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会

生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ �

ビ ス 等 及 び 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ � ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定

に 関 す る 基 準 � 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 百 二 十 三 号 � 別

表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 1
0

の １ の ３ の 注 の ⑴ に 規 定 す る 障

害 者 ピ ア サ ポ � ト 研 修 修 了 者 を い う � � で あ � て � 次 の ⑴ 及 び

⑵ に 掲 げ る も の を 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 の 従 業 者 と し て そ れ

ぞ れ 常 勤 換 算 方 法 で 〇 ・ 五 以 上 配 置 し て い る こ と �

イ 障 害 者 ピ ア サ ポ � ト 研 修 修 了 者 � 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会

生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ �

ビ ス 等 及 び 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ � ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定

に 関 す る 基 準 � 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 百 二 十 三 号 � 別

表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 1
0

の １ の ３ の 注 の ⑴ に 規 定 す る 障

害 者 ピ ア サ ポ � ト 研 修 修 了 者 を い う � � で あ � て � 次 の ⑴ 及 び

⑵ に 掲 げ る も の を 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 の 従 業 者 と し て そ れ

ぞ れ 常 勤 換 算 方 法 で 〇 ・ 五 以 上 配 置 し て い る こ と �

⑴ 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 者 � 以 下 こ の ⑴ 及 び ロ に お

い て 単 に � 障 害 者 � と い う � � 又 は 障 害 者 で あ � た と 都 道 府

県 知 事 � 地 方 自 治 法 � 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 � 第 二 百

五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 � 以 下 � 指 定 都 市 � と い う

� � 又 は 同 法 第 二 百 五 十 二 条 の 二 十 二 第 一 項 の 中 核 市 � 以 下

� 中 核 市 � と い う � � に あ � て は � 指 定 都 市 又 は 中 核 市 の 市

長 � 以 下 同 じ � � が 認 め る 者

⑴ 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 者 � 以 下 こ の ⑴ 及 び ロ に お

い て 単 に � 障 害 者 � と い う � � 又 は 障 害 者 で あ � た と 都 道 府

県 知 事 � 地 方 自 治 法 � 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 � 第 二 百

五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 � 以 下 � 指 定 都 市 � と い う

� � 又 は 同 法 第 二 百 五 十 二 条 の 二 十 二 第 一 項 の 中 核 市 � 以 下

� 中 核 市 � と い う � � に あ � て は � 指 定 都 市 又 は 中 核 市 の 市

長 � が 認 め る 者

⑵ � 略 � ⑵ � 略 �

ロ ・ ハ � 略 � ロ ・ ハ � 略 �

四 � 六 � 略 � 四 � 六 � 略 �

六 の 二 算 定 告 示 別 表 第 １ の ８ の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 � 新 設 �

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と �

イ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と �

⑴ 当 該 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 等 の 職 員 の 賃 金 � 退 職 手 当 を

除 く � � の 改 善 � 以 下 � 賃 金 改 善 � と い う � � に つ い て � 賃



金 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 � 賃 金 改 善 に 伴 う 法 定 福 利 費 等

の 事 業 主 負 担 の 増 加 分 を 含 む こ と が で き る � 以 下 同 じ � � が

� 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 見 込 額 以 上 と な る 賃

金 改 善 に 関 す る 計 画 を 策 定 し � 当 該 計 画 に 基 づ き 適 切 な 措 置

を 講 じ て い る こ と �

⑵ 当 該 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 等 に お い て � ⑴ の 賃 金 改 善 に

関 す る 計 画 � 当 該 計 画 に 係 る 実 施 期 間 及 び 実 施 方 法 そ の 他 の

当 該 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 等 の 職 員 の 処 遇 改 善 の 計 画 等 を

記 載 し た 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 計 画 書 を 作 成 し � 全 て の

職 員 に 周 知 し � 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 て い る こ と �

⑶ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 額 に 相 当 す る 賃 金 改

善 を 実 施 す る こ と � た だ し � 経 営 の 悪 化 等 に よ り 事 業 の 継 続

が 困 難 な 場 合 � 当 該 事 業 の 継 続 を 図 る た め に 当 該 指 定 地 域 移

行 支 援 事 業 所 等 の 職 員 の 賃 金 水 準 � 本 加 算 に よ る 賃 金 改 善 分

を 除 く � � を 見 直 す こ と は や む を 得 な い が � そ の 内 容 に つ い

て 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 る こ と �

⑷ 当 該 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 等 に お い て � 事 業 年 度 ご と に

当 該 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 等 の 職 員 の 処 遇 改 善 に 関 す る 実

績 を 都 道 府 県 知 事 に 報 告 す る こ と �

⑸ 算 定 日 が 属 す る 月 の 前 十 二 月 間 に お い て � 労 働 基 準 法 � 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 � � 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 � 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 五 十 号 � � 最 低 賃 金 法 � 昭 和 三 十 四 年 法 律 第

百 三 十 七 号 � � 労 働 安 全 衛 生 法 � 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 五 十 七

号 � � 雇 用 保 険 法 � 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 � そ の 他 の

労 働 に 関 す る 法 令 に 違 反 し � 罰 金 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ て い な

い こ と �

⑹ 当 該 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 等 に お い て � 労 働 保 険 料 � 労

働 保 険 の 保 険 料 の 徴 収 等 に 関 す る 法 律 � 昭 和 四 十 四 年 法 律 第

八 十 四 号 � 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 労 働 保 険 料 を い う � � の

納 付 が 適 正 に 行 わ れ て い る こ と �

⑺ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と �



㈠ 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容 等 の 要 件 � 職

員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む � � を 定 め て い る こ と �

㈡ ㈠ の 要 件 に つ い て 書 面 を も � て 作 成 し � 全 て の 職 員 に 周

知 し て い る こ と �

㈢ 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策 定 し � 当 該 計

画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保 し て い る こ と �

㈣ ㈢ に つ い て � 全 て の 職 員 に 周 知 し て い る こ と �

⑻ ⑵ の 届 出 に 係 る 計 画 の 期 間 中 に 実 施 す る 当 該 指 定 地 域 移 行

支 援 事 業 所 等 の 職 員 の 処 遇 改 善 の 内 容 � 賃 金 改 善 に 関 す る も

の を 除 く � � 及 び 当 該 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 等 の 職 員 の 処

遇 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 を 全 て の 職 員 に 周 知 し て い る こ

と �

ロ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と �

⑴ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と �

㈠ イ の ⑵ の 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 計 画 書 に お い て � 情

報 端 末 の 導 入 等 の 生 産 性 向 上 に 係 る 取 組 を 行 � て い る こ と

�
㈡ 社 会 福 祉 法 � 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 � 第 百 二 十 八

条 第 一 号 イ に 規 定 す る 社 会 福 祉 連 携 推 進 法 人 に 所 属 し て い

る こ と �

⑵ 当 該 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 等 が 仮 に 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処

遇 改 善 加 算 を 算 定 し た 場 合 に 算 定 す る こ と が 見 込 ま れ る 額 の

二 分 の 一 以 上 を 基 本 給 又 は 決 ま � て 毎 月 支 払 わ れ る 手 当 に 充

て る も の で あ る こ と �

七 � 八 � 略 � 七 � 八 � 略 �

九 算 定 告 示 別 表 第 ２ の ６ の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 � 新 設 �

第 六 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る �
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